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　　新型コロナウイルス感染症感染拡大予防ガイドライン

（１）　職員の予防対策

①就業前の体温測定　②手指消毒の徹底　③マスクの着用　

④書類・鍵等の受け渡しは手渡しではなく、トレイを利用する。

⑤マスクを着用せずに来館された方への対応は屋外にて行う。

（2）　施設利用者への感染予防対策
①施設入口および施設内に手指の消毒液を設置。
②利用者に対するマスク着用の周知
③密にならないため各部屋毎に定員数や利用の制限を実施する。

詳しくは

④利用者が並ぶ場合、２ｍ程度の間隔を空けるよう、誘導を行う。

⑤発熱や咳、体調不良の症状がある場合、利用をお断りする。

⑥席は対面にならないよう工夫し、隣同士の間隔を可能な限り広くする。（２ｍ程度）

⑦施設利用感染症対策チェックリストを利用者に提出させる。
　チェックリスト概要

●利用者全員のマスクの着用 ●体調不良者は入場不可

●利用者全員の手指消毒 ●利用者全員の連絡先の把握

●換気の徹底 ●密にならない対策
●利用後の施設消毒

詳しくは

（３）　施設の飛沫感染対策
①カウンターや打ち合わせテーブル等に、飛沫防止用パーテーションを設置する。

②マスクを外さなければならない利用は禁止する。（歌・管楽器・ダンス等）

（４）　施設の換気対策
①空調を稼働する場合は、１時間に10分程度窓を開け、換気を行う。
②空調を稼動しない場合は、常時、出入口や窓を２か所以上空けておく。

（５）　施設・設備・物品等の消毒対策
①利用後には、窓を開け、利用者で消毒を行う。（机、いす、ドアノブ、スイッチ、使用備品等）

②トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう、周知する。
③施設利用後の消毒の実施及び入れ替え時の密集を避けるため、次の利用までに
　 30分の間隔を置く。

（６）その他
①ガイドラインについて、市ホームページ、ハーモニーセンター玄関、受付窓口等に
　 掲示し、利用者に周知を図る。

※本ガイドラインは、今後状況の変化に応じて見直す場合がある。
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